
  

一 

（
法
律
第
七
十
三
号
） 

 
 

 
国
立
国
会
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

（
平
成
二
十
一
年
七
月
十
日
公
布
） 

 

国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
中
「
納
入
」
の
下
に
「
並
び
に
第
十
一
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
録
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
一
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
十
一
章
の
二 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
の
記
録 

第
二
十
五
条
の
三 

館
長
は
、
公
用
に
供
す
る
た
め
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者
が
公
衆
に
利
用
可

能
と
し
、
又
は
当
該
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
提
供
す
る
役
務
に
よ
り
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
資
料
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
に
よ
り
記
録
さ

れ
た
文
字
、
映
像
、
音
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
た
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
国
立
国
会
図
書
館
の
使
用
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者
は
、
自
ら
が
公
衆
に
利
用
可
能
と
し
、
又
は
自
ら
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ



 

二 

ト
を
通
じ
て
提
供
す
る
役
務
に
よ
り
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
（
そ
の
性
質
及
び
公
衆
に
利

用
可
能
と
さ
れ
た
目
的
に
か
ん
が
み
、
前
項
の
目
的
の
達
成
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
館
長
の
定
め
る
も

の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
館
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
館
長
が
前
項
の
記
録
を
適
切
に
行
う

た
め
に
必
要
な
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

館
長
は
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
当
該
者
が
公
衆
に
利
用
可
能
と
し
、
又
は
当
該

者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
提
供
す
る
役
務
に
よ
り
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
の
う
ち
、
第

一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
館
長
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
国
立
国

会
図
書
館
に
提
供
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 



  

三 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現

に
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
て
い
る
同
条
第
一
項
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
公
衆
に
利
用
可
能

と
さ
れ
た
同
項
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
の
収
集
の
た
め
の
複
製
） 

 

第
四
十
二
条
の
三 

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
五
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
」

と
い
う
。
）
を
収
集
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
に
係
る
著
作
物
を

国
立
国
会
図
書
館
の
使
用
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者
は
、
同
法
第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
の
求
め

に
応
じ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料



 

四 

に
係
る
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
百
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
二
条
の
二
」
を
「
第
四
十
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
一
号
中
「
第
四
十
二
条

の
二
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 


